
福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ６ 号 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及

び 第 ４ 項 の 規 定 並 び に 福 井 市 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ０

号 ） に よ り 監 査 を 実 施 し た の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 及 び 福 井 市 監 査 基 準

に よ り 、 そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 次 の と お り 公 表 す る 。 

  令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 

 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男 

              福 井 市 監 査 委 員  滝  波  秀  樹 

福 井 市 監 査 委 員  今  村  辰  和 

福 井 市 監 査 委 員  下  畑  健  二 
 

１  監 査 の 種 類 

  定 期 監 査 （ 所 属 別 定 期 監 査 ） 

２  監 査 の 対 象 

 (1) 対 象 所 属 等 

   商 工 労 働 部 

 観 光 文 化 局 

  お も て な し 観 光 推 進 課 （ 国 際 室 ） 、 文 化 振 興 課 （ 一 乗 谷 朝 倉 

  氏 遺 跡 管 理 事 務 所 ） 、 自 然 史 博 物 館 及 び 郷 土 歴 史 博 物 館 

農 林 水 産 部 

  林 業 水 産 課 （ 有 害 鳥 獣 対 策 室 ） 及 び 中 央 卸 売 市 場 

 (2) 監 査 範 囲 

   令 和 元 年 度 及 び ２ 年 度 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 か ら 同 年 ８ 月 末 ま で ） の 財

務 事 務 及 び 事 務 事 業 等 の 執 行 状 況 

３  監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ） 

 (1) 財 務 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が 、 法 令 に 適 合 し 、 本

市 を 取 り 巻 く 社 会 状 況 や 市 民 ニ ー ズ に 合 致 し て い る か 。 

 



 (2) 経 済 的 か つ 効 率 的 な 事 業 実 施 に 向 け 、 各 事 業 の 取 組 に つ い て 検 証

を 行 っ て い る か 。 

４  監 査 の 実 施 内 容 

 (1) 監 査 の 方 法 

   監 査 に 当 た っ て は 、 財 務 関 係 諸 帳 簿 及 び あ ら か じ め 所 属 等 に 提 出

を 依 頼 し た 監 査 資 料 を 調 査 す る と と も に 、 関 係 職 員 か ら の 聴 取 及 び

実 地 調 査 を 実 施 し た 。 

 (2) 監 査 の 実 施 期 間 

   令 和 ２ 年 １ ０ 月 ７ 日 か ら 同 年 １ ２ 月 １ ０ 日 ま で 

５  監 査 の 結 果 

  上 記 １ か ら ４ ま で に 記 載 し た と お り 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の

対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大

の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ

と が 、 お お む ね 認 め ら れ た 。 た だ し 、 検 討 が 望 ま れ る 事 項 に つ い て は 

、 意 見 を 提 出 す る 。 

  な お 、 注 意 と し た 事 項 が あ る が 、 監 査 の 過 程 に お い て 触 れ た の で 省

略 す る 。 

 （ 意 見 )  

   都 市 公 園 内 の 公 園 施 設 で あ る 愛 宕 坂 茶 道 美 術 館 に お け る 電 柱 及 び

支 線 に つ い て 、 福 井 市 都 市 公 園 条 例 に 基 づ か ず 、 福 井 市 財 務 会 計 規

則 に 基 づ く 手 続 に よ り 許 可 し て い た 。 ま た 、 福 井 市 行 政 財 産 の 使 用

料 に 関 す る 条 例 に 規 定 す る 使 用 料 を 設 置 者 か ら 徴 収 し て い た 。 

今 後 は 、 愛 宕 坂 茶 道 美 術 館 等 の よ う な 有 料 公 園 施 設 等 に つ い て 、

都 市 公 園 法 、 福 井 市 都 市 公 園 条 例 、 各 有 料 公 園 施 設 に 関 す る 条 例 等

の 関 係 法 令 の 適 用 関 係 を 明 確 に 整 理 し 、 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め ら れ



た い 。 

【 商 工 労 働 部 観 光 文 化 局 文 化 振 興 課 】 

   都 市 公 園 内 の 公 園 施 設 で あ る 自 然 史 博 物 館 に お け る ア ン テ ナ 及 び

無 線 設 備 等 の 設 置 に つ い て 、 福 井 市 都 市 公 園 条 例 に 基 づ か ず 、 福 井

市 財 務 会 計 規 則 に 基 づ く 手 続 に よ り 許 可 し て い た 。 自 動 販 売 機 の 設

置 に つ い て は 、 公 募 に よ る 貸 付 を 行 っ て い た 。 ま た 、 ア ン テ ナ 及 び

無 線 設 備 等 設 置 の 使 用 料 に つ い て は 、 福 井 市 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関

す る 条 例 に 規 定 す る 使 用 料 を 設 置 者 か ら 徴 収 し て い た 。 

今 後 は 、 自 然 史 博 物 館 の よ う な 有 料 公 園 施 設 等 に つ い て 、 都 市 公

園 法 、 福 井 市 都 市 公 園 条 例 、 各 有 料 公 園 施 設 に 関 す る 条 例 等 の 関 係

法 令 の 適 用 関 係 を 明 確 に 整 理 し 、 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め ら れ た い 。 

【 商 工 労 働 部 観 光 文 化 局 自 然 史 博 物 館 】 

 


